
産業建設常任委員会審査日程 
 

日 時  令和８年６月１２日（金） 

 午前９時から       

場 所  第１委員会室       

 

～審査内容～ 
 

１ 議案第４１号 山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の課税

免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例の制定について                                  

（商工） 

 

２ その他 

 

 

 



         【議案第４１号】【経済部商工労働課】 

 

山陽小野田市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び

不均一課税に関する条例の改正について  

 

１．概要 

産業の振興と雇用の拡大を目的として、「地域再生法」及び「山陽小

野田市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課

税に関する条例」（平成２８年１０月制定）に基づき、新・増設した資

産について、固定資産税の課税免除及び不均一課税を行うことができ

るよう定めたもの。 

 

２．条例制定の経緯  

東京一極集中を緩和し、人口減が進む地方の雇用確保を図るため、

地方への本社機能の移転や拡充を行う事業者を税制面で優遇するよう

平成２７年度に地域再生法が改正された。  

 この改正を踏まえ、山口県では、内閣府から地域再生法に基づく地

域再生計画の認定を受け、本市においてもこの計画に基づき条例を制

定することとし、平成２８年１０月から固定資産税の不均一課税、平

成３０年９月改正からは課税免除及び不均一課税を実施している。  

 

３．地域再生法に基づく特例措置  

（１）種類 

①移転型（東京２３区からの移転）  

②拡充型（地方にある企業の本社機能の強化）  

※移転型の方が拡充型よりも優遇措置が手厚い。  

（２）内容 

・対象施設の新設・増設、従業員の雇用に関する課税の特例【国】  

・地方税（不動産取得税・固定資産税）の課税免除及び不均一課税（３

年間）【県・市】 

※申請については、事業者が「地方活力向上地域特定業務施設整備計

画」を作成し、山口県の認定を受ける必要がある。  

 

４．条例改正の内容  

（１）特例措置の適用期間が現行の「令和８年３月３１日まで」から  

「令和１０年３月３１日まで」と２年間延長されたことに伴い、 

条文の期間もあわせて変更する。  

（２）課税特例の対象となる償却資産の範囲が、所得税法施行令等に  

規定される「機械及び装置」に限定されることに伴い、条文の範  

囲も合わせて変更する。  



（３）改正後の第３条の規定の適用について、令和８年４月１日以降  

に認定を受けた認定事業者が新設・増設する特定業務施設に適用  

することとし、同日前に認定を受けた認定事業者については、な  

お従前の例によることとする経過措置を設ける。  

 

【参 考】不均一課税の税率  

（移転型） 

年度 税率 

１年目 課税免除 

２年目 ０．３５％ 

３年目 ０．７％ 

 

（拡充型） 

年度 税率 

１年目 ０．０１％ 

２年目 ０．３５％ 

３年目 ０．７％ 

※固定資産税の標準税率は１．４％  

 

 


